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〇
経
済
産
業
省
令
第 

 
 

号 
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
三
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
及
び
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
投
資

事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

名 

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
六
年
経
済
産
業
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条―

第
四
条
） 

（
新
設
） 
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第
二
章 

財
務
諸
表
等 

第
一
節 

総
則
（
第
五
条―

第
八
条
） 

第
二
節 

貸
借
対
照
表
（
第
九
条―

第
十
六
条
） 

第
三
節 
損
益
計
算
書
（
第
十
七
条―

第
二
十
三
条
） 

第
四
節 

業
務
報
告
書
（
第
二
十
四
条
） 

第
五
節 

附
属
明
細
書
（
第
二
十
五
条
） 

附
則 

 
 

 

第
一
章 

総
則 

 
 

 

（
新
設
） 

（
用
語
の
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
投
資
事

業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律

第
九
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
投
資
事
業
有

限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政

（
用
語
の
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
投
資
事

業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律

第
九
十
号
）
及
び
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
三
十
五
号
。
以
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令
第
二
百
三
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に

よ
る
。 

第
二
条
・
第
三
条 

（
略
） 

第
二
条
・
第
三
条 

（
略
） 

（
令
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

も
の
） 

第
四
条 

令
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
権
利
又
は
画
像
そ
の
他
の
情
報
を
表
示

す
る
財
産
的
価
値
（
電
子
機
器
そ
の
他
の
物
に
電
子
的

方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

当
該
財
産
的
価
値
に
係
る
識
別
符
号
に
よ
り
同
種
類
の

他
の
財
産
的
価
値
と
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に

限
る
。
）
で
あ
っ
て
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移

（
新
設
） 
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転
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
第
二
項
に
お
い
て
「
非

代
替
性
ト
ー
ク
ン
」
と
い
う
。
） 

イ 
施
設
を
利
用
し
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
権
利 

ロ 

物
品
等
の
利
用
に
関
す
る
権
利
、
引
渡
請
求
権
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
権
利 

ハ 

工
業
所
有
権
又
は
著
作
権
（
こ
れ
ら
の
権
利
を
利

用
す
る
権
利
を
含
む
。
） 

二 

前
払
式
支
払
手
段
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
前
払
式
支
払
手
段
を
い
い
、
電
子
機
器
そ
の
他

の
物
に
電
子
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
る
。
）
で
あ
っ
て
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移

転
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の 
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２ 

前
項
第
一
号
ロ
の
物
品
等
に
は
、
非
代
替
性
ト
ー
ク
ン

及
び
同
項
第
二
号
の
前
払
式
支
払
手
段
を
含
む
も
の
と
み

な
し
て
、
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 
 

 

第
二
章 
財
務
諸
表
等 

 
 

 

（
新
設
） 

第
一
節 
総
則 

 
 

 
 

（
新
設
） 

（
財
務
諸
表
等
の
記
載
方
法
） 

第
五
条 

法
第
八
条
第
一
項
の
財
務
諸
表
等
の
記
載
方
法

は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
新
設
） 

（
会
計
の
原
則
） 

第
六
条 

組
合
の
財
務
諸
表
等
の
会
計
処
理
及
び
記
載
方
法

は
、
次
に
掲
げ
る
原
則
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

財
産
及
び
損
益
の
状
態
に
つ
い
て
真
実
な
内
容
を
表

 

（
新
設
） 
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示
す
る
こ
と
。 

二 

全
て
の
取
引
に
つ
い
て
、
正
規
の
簿
記
の
原
則
に

よ
っ
て
、
正
確
な
会
計
帳
簿
を
作
成
す
る
こ
と
。 

三 

財
産
及
び
損
益
の
状
態
を
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
必
要
な
会
計
事
実
を
明
瞭
に
表
示
す
る

こ
と
。 

四 

採
用
す
る
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
並
び
に
財
務

諸
表
等
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
毎
事
業
年
度
継
続

し
て
適
用
し
、
み
だ
り
に
こ
れ
を
変
更
し
な
い
こ
と
。 

五 

そ
の
他
一
般
に
公
正
妥
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
会

計
の
原
則
に
従
う
こ
と
。 

（
会
計
方
針
の
注
記
等
） 

第
七
条 

貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
の
作
成
に
関
す
る

 

（
新
設
） 
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重
要
な
会
計
方
針
（
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
の
作

成
に
当
た
っ
て
採
用
し
た
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
貸
借
対
照
表
又
は

損
益
計
算
書
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
の
作
成
に
関
す
る
重
要

な
会
計
方
針
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
変
更
に

よ
る
増
減
額
を
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
に
注
記
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
変
更
又
は
変
更
に

よ
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
又
は
変
更
に

よ
る
増
減
額
の
記
載
を
要
し
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
の
記

載
方
法
を
変
更
し
た
と
き
に
準
用
す
る
。 

（
注
記
の
記
載
方
法
） 
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第
八
条 

こ
の
章
で
定
め
る
注
記
す
べ
き
事
項
は
、
貸
借
対

照
表
又
は
損
益
計
算
書
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

こ
の
章
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
貸
借
対
照
表
又
は
損

益
計
算
書
に
よ
り
組
合
の
財
産
及
び
損
益
の
状
態
を
正
確

に
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
貸
借
対
照
表
又
は

損
益
計
算
書
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

第
二
節 

貸
借
対
照
表 

（
新
設
） 

（
区
分
） 

第
九
条 

貸
借
対
照
表
に
は
、
資
産
の
部
、
負
債
の
部
及
び

出
資
金
の
部
を
設
け
、
各
部
に
は
そ
の
部
の
合
計
額
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

（
資
産
の
部
） 

第
十
条 

資
産
の
部
は
、
投
資
、
余
裕
金
及
び
そ
の
他
資
産

 

（
新
設
） 
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の
各
部
に
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
投
資
） 

第
十
一
条 
投
資
は
、
株
式
、
債
券
そ
の
他
の
資
産
の
性
質

を
示
す
適
当
な
名
称
を
付
し
た
科
目
に
細
分
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

投
資
は
、
原
則
と
し
て
、
時
価
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３ 

前
項
の
時
価
は
、
金
融
商
品
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、

様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大

蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
財
務
諸

表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四
十
一
項
に
規
定
す

る
金
融
商
品
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
計
算
を
行
う
日

に
お
い
て
、
市
場
参
加
者
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第

 

（
新
設
） 
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六
十
四
項
に
規
定
す
る
市
場
参
加
者
を
い
う
。
）
間
で
秩

序
あ
る
取
引
が
行
わ
れ
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
取

引
に
当
た
っ
て
、
組
合
が
受
け
取
る
と
見
込
ま
れ
る
対
価

の
額
又
は
取
引
の
相
手
方
に
交
付
す
る
と
見
込
ま
れ
る
対

価
の
額
と
す
る
。 

４ 

投
資
に
係
る
資
産
は
、
組
合
契
約
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
余
裕
金
） 

第
十
二
条 

余
裕
金
は
、
現
金
及
び
預
金
そ
の
他
の
資
産
の

性
質
を
示
す
適
当
な
名
称
を
付
し
た
科
目
に
細
分
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

（
そ
の
他
資
産
） 

第
十
三
条 

そ
の
他
資
産
は
、
そ
の
性
質
を
示
す
適
当
な
名

 

（
新
設
） 
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称
を
付
し
た
科
目
に
細
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
負
債
の
部
） 

第
十
四
条 
負
債
の
部
は
、
流
動
負
債
及
び
固
定
負
債
の
各

部
に
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
各
部
は
、
そ
の
性
質
を
示
す
適
当
な
名
称
を
付

し
た
科
目
に
細
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

（
出
資
金
の
部
） 

第
十
五
条 

出
資
金
の
部
は
、
受
入
出
資
金
、
繰
越
損
益
、

当
期
純
損
益
及
び
分
配
金
累
計
額
の
各
部
に
区
分
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

出
資
金
の
部
の
合
計
額
に
は
、
期
末
未
実
現
損
益
を
内

書
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

（
受
入
出
資
金
） 
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第
十
六
条 

受
入
出
資
金
は
、
組
合
員
か
ら
組
合
に
対
し
て

払
い
込
ま
れ
た
金
額
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

分
割
払
込
（
組
合
員
か
ら
組
合
に
対
し
て
出
資
金
を
分

割
し
て
払
い
込
ま
れ
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
係
る
受
入
出

資
金
の
契
約
の
総
額
は
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

第
三
節 

損
益
計
算
書 

（
新
設
） 

（
区
分
） 

第
十
七
条 

損
益
計
算
書
は
、
投
資
損
益
、
そ
の
他
損
益
及

び
未
実
現
損
益
の
項
目
に
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
項
目
に
つ
い
て
細
分
す
る
こ
と

が
適
当
な
場
合
に
は
、
適
当
な
項
目
に
細
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

（
新
設
） 

（
投
資
損
益
） 
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第
十
八
条 

投
資
損
益
は
、
投
資
収
益
及
び
投
資
原
価
に
区

分
し
、
各
項
目
の
差
額
を
投
資
利
益
又
は
投
資
損
失
と
し

て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
投
資
売
却
損

益
を
純
額
で
表
示
す
る
こ
と
も
妨
げ
な
い
。 

（
新
設
） 

（
そ
の
他
損
益
） 

第
十
九
条 

そ
の
他
損
益
は
、
投
資
損
益
及
び
未
実
現
損
益

以
外
の
収
益
又
は
費
用
の
性
質
を
示
す
適
当
な
名
称
を
付

し
た
科
目
に
細
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

（
未
実
現
損
益
） 

第
二
十
条 

未
実
現
損
益
は
、
期
首
未
実
現
損
益
及
び
期
末

未
実
現
損
益
を
記
載
し
、
各
項
目
の
差
額
を
未
実
現
損
益

調
整
額
と
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
当
期
純
損
益
） 
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第
二
十
一
条 

第
十
八
条
の
投
資
利
益
又
は
投
資
損
失
の
額

に
、
第
十
九
条
の
収
益
の
合
計
額
と
費
用
の
合
計
額
を
加

減
し
た
額
は
、
未
実
現
損
益
調
整
前
当
期
純
損
益
と
し
て

記
載
し
、
当
該
未
実
現
損
益
調
整
前
当
期
純
損
益
に
、
前

条
の
未
実
現
損
益
調
整
額
を
加
減
し
た
額
は
、
当
期
純
利

益
又
は
当
期
純
損
失
と
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
新
設
） 

（
分
配
） 

第
二
十
二
条 

法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
財
産
の

分
配
の
対
象
と
な
る
純
資
産
額
は
、
未
実
現
利
益
を
除
く

も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
未
実
現
利
益
の
額
は
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
新
設
） 
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３ 

株
式
等
の
組
合
財
産
を
分
配
す
る
と
き
は
、
そ
の
会
計

処
理
の
方
法
に
つ
い
て
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
各
項
目
に
お
け
る
細
分
の
省
略
等
） 

第
二
十
三
条 
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
条
の
各
収
益
又
は
各
費
用
の
う

ち
、
そ
の
金
額
が
重
要
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

収
益
又
は
費
用
を
細
分
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

損
益
計
算
書
の
各
項
目
は
、
当
該
項
目
に
係
る
収
益
若

し
く
は
費
用
又
は
利
益
若
し
く
は
損
失
を
示
す
適
当
な
名

称
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

第
四
節 

業
務
報
告
書 

 
 

 
 

（
新
設
） 

（
業
務
報
告
書
） 
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第
二
十
四
条 

業
務
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の

他
組
合
の
状
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
運
営
の
経
過
及
び
成
果

（
受
入
出
資
金
の
払
込
等
資
金
調
達
の
状
況
及
び
投
資

の
進
捗
状
況
を
含
む
。
） 

二 

過
去
三
年
間
以
上
の
運
営
成
績
及
び
財
産
の
状
況
の

推
移
、
当
該
事
業
年
度
ま
で
の
運
営
成
績
の
累
計
額
並

び
に
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
説
明 

三 

決
算
期
後
に
生
じ
た
組
合
の
状
況
に
関
す
る
重
要
な

事
実 

（
新
設
） 

第
五
節 

附
属
明
細
書 

（
新
設
） 

（
附
属
明
細
書
） 
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第
二
十
五
条 

附
属
明
細
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ

か
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
業
務
報
告
書
の
記

載
を
補
足
す
る
重
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

投
資
の
明
細
及
び
投
資
の
時
価
の
明
細 

二 

投
資
先
事
業
者
の
状
況
及
び
主
要
な
財
務
数
値 

三 

組
合
員
の
持
分
に
関
す
る
明
細 

四 

分
配
金
の
明
細 

五 

投
資
損
益
の
明
細 

六 

そ
の
他
の
勘
定
明
細 

（
新
設
） 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
産
業
へ
の
投
資
を
促
進
す
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
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す
る
。 

 


